
伊万里市条例第２２号 

   伊万里市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

 伊万里市体育施設の設置及び管理に関する条例（昭和４６年条例第８号）の一部

を次のように改正する。 

 第２条の表伊万里市国見台プールの項を削る。 

 別表中第７項を削り、第８項を第７項とし、第９項から第１９項までを１項ずつ

繰り上げる。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


